
 

 

 

  

１０月２９日は道徳授業参観と学級懇談会があります！ 

栗真小学校では、子どもたちの「なかまづくり」の意識をさらに高めていきたいと、道徳

の授業の参観を行います。期日は、既にお知らせしたとおり、来週の１０月２９日（火）の

５限目です。今年度も、日頃の子どもたちの学校での様子を伝えたり、家庭での様子を教え

ていただいたりしながら、子どもたちのよりよい成長について考え合っていく機会として、

授業後に、学級懇談会を開催します。授業の参観とともに、学級懇談会へも、是非、参加を

お願いいたします。 
 

【日 程】 授業参観  （各教室）    １３：４５～１４：３０  

      学級懇談会 （各教室）    １４：４０～ 流れ解散 
          

【その他】 ・児童は、１４時４５分 に一斉下校します。ただし、「図書館利用希望」の申

込書を提出されている該当の児童は、懇談会終了時まで、図書室でお預かり

いたします。 

      ・当日は、スリッパをご持参ください。 

      ・徒歩または自転車での来校をお願いします。なお、お車で来校される方は、

運動場サッカーゴール付近に、奥から順に停めてください。 
 

【参観の内容】 

学年 教材名 ねらい 

１年 はしの うえの 

おおかみ 

・意地悪したときよりも、親切にしたときのほうがずっと気持ちいいこ

とに気づき、身近にいる人に進んで親切にしようとする心情を育てる。 

２年 まいごのすず ・相手のことを考えて、親切な行為をすることの大切さが分かり、相手

のことを考えて親切な行為をしていこうとする態度を養う。 

３年 なおとの質問 ・「人によって態度を変えてはいけないの？」という登場人物の言葉か

ら、友だちとの関わり方を見つめ直し、誰の意見でも素直に受け止め、

相手を思いやる心情を育てる。 

４年 クラスたいこう

全員リレー 

・正しいと判断したことを行動に移す大切さに気付き、様々な学習や生

活場面において、主体的に判断し、それを実行していこうとする態度を

養う。 

５年 ちがいのちがい

～いろいろな性っ

てなんだろう～ 

・多様な性について学ぶことを通して、誰に対しても差別や偏見をもつ

ことなく、公正、公平な態度で接しようと努める心情を育てる。 

６年 子どもの権利条

約を知ろう 

・子どもが権利主体であることや守られる権利があることに気づくとと

もに、自分を守る方法を知る。 
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令和７年度に、長寿命化工事が計画されています！ 

栗真小学校では、令和７年度に、本校舎の長寿命化工事が計画されています。今年度にな

り、年度当初から、工事に係る設計と調査が順調に行われているところです。今のところ予

定されている主な工事については、以下の通りです。 

・エレベーターが設置されます。※ただし、常時利用できるわけではありません。 

・多目的トイレが２階と３階にも設置されます。 

・本校舎の外壁のひび割れ等の改修と塗装替えが行われます。 

・雨漏りを防ぐために屋上の防水に係る改修が行われます。 

  ・本校舎の内壁の一部が塗装替えされます。 

  ・本校舎の天井の雨漏り痕、劣化部分の張替えが行われます。 

  ・本校舎内のガラス面に飛散防止フィルムが貼り付けられます。 

 長寿命化工事による影響の出る期間については、７月から２月頃までの予定です。校舎内

の工事は、夏休み中に実施し、２学期からの子どもたちの授業に支障がないようにする予定

です。その後、夏休み明けから、校舎外の工事が始まります。 

 また、長期間の大掛かりな工事になるため、職員駐車場内に工事事務所が建てられ、工事

車両が常駐し、工事資材が置かれることになります。そのため、現在の職員駐車場は利用で

きなくなり、運動場に仮設の駐車場が設置されることになりそうです。運動場に仮設の駐車

場が設置されるのは、恐らく７月から２月末頃になりそうなので、その期間は、運動場での

大きな行事はできなくなります。 

 運動場の使用に制限がかかることから、来年度の運動会は、現在の秋の実施から５月下旬

の実施に変更となります。その関係で、６年生の修学旅行と５年生のデイキャンプが２学期

に実施されることになります。 

  ・秋に実施していた運動会が５月下旬になります。 ※白塚小学校と同じ日の予定。 

  ・６月初旬に実施していた６年生の修学旅行が１０月の実施になります。 

  ・６月に実施していた５年生のデイキャンプが９月下旬頃の実施となります。 

 学校以外にも、体育振興会が主催する「ふれあい運動会」、スポーツ少年団などの外部団

体の主催する大会など、運動場を利用する行事も、７月から２月末頃までは使用ができなく

なります。また、体育館を利用する外部団体の方々のお車も、この期間は、運動場の仮設駐

車場を使用してもらうことになり、ご不便をおかけします。なお、保護者の方のお車でのお

子様の送迎等についても、この期間は、現在の職員駐車場を利用できなくなるため、運動場

の仮設駐車場を利用していただくことになります。 

いずれも現在の計画に基づいた予定なので、一部変更になる場合もあります。工事に係る

具体的な計画等は、来年度の５月頃に判明するものと思われますので、詳細が分かり次第、

お伝えさせていただきます。いろいろな面でご不便をおかけすることになりますが、ご理解

とご協力、よろしくお願いいたします。 

  


